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③ 外来管理加算の意義付けの
．．．．．．．．．．．．

見直し
．．．

により、外来管理加算を算定するためには、患者に対して「懇

切丁寧な説明」を行うこと、それは概ね 5 分を超えることが算定要件となりましたが、「懇切丁

寧な説明」としてどうあるのがよいと思いますか。※貴方のお考えに最も近いものを１つだけ○

をつけてください。 

＜懇切丁寧な説明の項目＞ 

a．問診  b．身体診察（視診、聴診、打診及び触診等）  
c．症状・状態についての説明  d．今後の治療方針についての説明  
e．生活上の注意や指導  f．処方する薬についての説明 
g．患者の悩みや不安・疑問への対応   

 

1．すべての項目について、診療の都度、毎回実施するべきである →質問④へお進みください  

2．すべての項目について、診療の都度ではなく数か月に１回など、  
定期的に実施するべきである  →質問④へお進みください  

3．患者が懇切丁寧な説明を求めた時に、すべての項目について 
実施するべきである  →質問④へお進みください  

4．項目毎に異なる頻度で実施するべきである →質問③－1 へお進みください 

③－1 上記③で選択肢 4.「項目毎に異なる頻度で実施するべきである」を選択した方にお伺い

します。下記 1）～4）について、実施するべき項目にあてはまるもの全ての番号に○を

つけてください。また、「その他」として実施するべき内容があれば、具体的に記入して

ください。  

 

問
診 

身
体
診
察
（
視
診
、
聴
診
、

打
診
及
び
触
診
等
） 

症
状
・
状
態
に
つ
い
て
の

説
明 

今
後
の
治
療
方
針
に
つ
い

て
の
説
明 

生
活
上
の
注
意
や
指
導 

処
方
す
る
薬
に
つ
い
て
の

説
明 

患
者
の
悩
み
や
不
安
・
疑

問
へ
の
対
応 

そ
の
他 

（
具
体
的
に
お
書
き
く
だ

さ
い
） 

1）毎回実施するべき項目 a b c d e f g 

 

2）数か月に 1 回など、定期的 

に実施するべき項目 a b c d e f g 

 

3）患者が懇切丁寧な説明を 

求めた時に実施するべき

項目 

a b c d e f g 

 

4）患者の状態の変化等に 

より、医師が必要と判断 

した時に実施するべき 

項目 

a b c d e f g 

 

       →質問④へお進みください 
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④ 「外来管理加算」について課題等がございましたら、自由にお書きください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上でアンケートは終わります。ご協力いただきまして、ありがとうございました。 
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